
ふるさと納税応援事業者の募集

大津市では、ふるさと納税として寄附いただいた方へ本市の魅力ある
特産品や宿泊等のサービスをお礼の品としてお贈りしています。
この事業を推進するにあたり、お礼の品を提供いただける事業者を随
時募集しています。

・ふるさと納税寄附者への販路が拡大できる

・ふるさと納税ポータルサイト等での事業者・商品のＰＲができる
・返礼品発送時にチラシやパンフレットを同封することで、事業者や他の商品のＰＲにつながる

応援事業者のメリット

【お礼の品】
◼ 市内で生産、採取、栽培、加工等、または市内の原材料を使った商品
◼ 市内で提供できる体験型サービス

【事業者】
◼ 大津市内に本社又は主たる事業所（工場等を含む。）を有する、法人・その他の団体や、個人事

業者
◼ 市税の滞納がないこと

◼ 代表者等が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団の構成員等でない
者

◼ 各サイトの管理事業者との運用及び契約に関する費用等の負担ができること

※上記の要件に適合しても、市が応援事業者として適当でないと認めた場合や、品物等が適当でないと認めた場合
は、参加できないことがあります。また、総務省によるお礼の品の基準審査により疑義が生じた場合には、掲載を停
止することがあります。
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寄附金額 返礼品価格（税込） 市から事業者様へお支払いする金額

10,000円 3,000円以上 市負担額：3,000円＋実費送料

11,000円 3,300円以上 市負担額：3,300円＋実費送料

12,000円 3,600円以上 市負担額：3,600円＋実費送料

13,000円 3,900円以上 市負担額：3,900円＋実費送料

14,000円 4,200円以上 市負担額：4,200円＋実費送料

15,000円 4,500円以上 市負担額：4,500円＋実費送料

返礼品価格と市負担額の関係

大津市政策調整部企画調整課
大津市役所本館２階

【問合せ先】 ℡：077-528-2701
E-mail：otsu1001@city.otsu.lg.jp

申込方法

【提出書類】
◼ 大津市ふるさと納税推進事業参加承認申請書（様式１）
◼ 誓約書（様式２）
◼ 商品一覧
◼ 返礼品の写真データ
◼ 事業者の概要（パンフレット）など

下記の書類を、大津市のホームページ（下記の記載のＵＲＬまたはＱＲコード）からダウンロードし、
郵送またはメールにてご提出ください。

【提出先】
520－8575 大津市御陵町3番1号 大津市 政策調整部 企画調整課 ふるさと納税担当

MAIL:otsu1001@city.otsu.lg.jp TEL:077-528-2701

【書類のダウンロード】
URL：https://www.city.otsu.lg.jp/shisei/furusato/312

ふるさと納税制度等ついてはコチラ

・市負担額（市が応援事業者に対し負担する額）は、寄附金の額に１０分の３を乗じて得た額（その
額１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）を越えないものとする。
・返礼品の原価は、市負担額を下回ってはならないものとする。

大津市のふるさと納税掲載サイト


